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【高知市配付資料】 

○ 物価高騰対策

・高知市事業用クリーンエネルギー自動車等導入支援（チラシ）

・・・・・・・・・・・資料① 

○ 中小企業支援

・よろず支援拠点高知市役所サテライト相談所（チラシ） 

 ・・・・・・・・・・・資料② 

○ 健康福祉

・高知市いきいき健康チャレンジ（チラシ） ・・・・・・資料③ 

○ 災害への対応

・江ノ口川流域の状況（図面） ・・・・・・・・・・・・資料④ 



高知市事業用クリーンエネルギー自動車等
導入支援事業事務局［（株）高知広告センター内］

お問い合わせ

［お問い合わせ時間］平日10時～17時（土日祝および年末年始は除く）

12/28  

事業実施主体：高知市商工観光部商業振興・外商支援課

5万円から最大190万円!

https://kochicity-clean-energy-vehicle-for-business-purposes.com特設サイト

※クリーンエネルギー自動車等とは次の4輪以上の自動車をいう。燃料電池自動車（FCV）、電気自動車（EV）、
　プラグインハイブリッド自動車（PHEV）、ハイブリッド自動車（HV）、LPガス自動車、クリーンディーゼル自動車

TEL.088-802-8819

高知市内の法人事業者の皆さまへ

高知市 クリーンエネルギー

●1事業者最大5台まで申請可能
●新車でも中古車の買い替えでも対象
●経済産業省のクリーンエネルギー自動車等導入促進
　対策費補助金との併用も可能

オトクに買い替えできます!!
保有している社用車をクリーンエネルギー自動車等へ

※

令
和
5
年
※予算の上限に達し次第、受付を終了します。

まで受付中!

ECO

木

対象車両 令和4年4月1日～令和6年1月31日の間に初度登録された新車
事業認定申請書受理日時点で初度登録から5年以内に登録された中古車

●詳しい支援費額及び適用条件は裏面をご覧ください。

事業認定
申請書

高知市事業用
クリーンエネルギー
 自動車等
   導入支援事業

高知市事業用
クリーンエネルギー
 自動車等
   導入支援事業

支援費額は1台あたり



事業用クリーンエネルギー自動車等導入支援事業

申請者の要件
以下の要件すべてを満たす者（一人1車制個人タクシー事業者にあっては、次の②～⑧に定める要件を全て満たす者）とする。

①みなし大企業でない法人格を有する中小企業者であること。
②高知市に本社または主たる事業所を有する事業者であること。
③高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第４条各号いずれにも該当していないこと。
④性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。
⑤政治、宗教、経済、文化等の団体や組織でないこと。
⑥日本標準産業分類における細分類5421に規定する自動車卸売業
　（ただし、二輪自動車卸売業、スクータ卸売業は除く）、新車小売業または中古車小売業を営む者ではないこと。
⑦本事業を申請するにあたり、申請する事業に関して、高知市が実施する他の公的補助制度の交付申請をしていないこと。
⑧市税を滞納していないこと。

実施
概要

本支援事業への申請にあたり、申請書類や証明書類（購入や買い替えを証明できるもの）等の
提出が必要となります。必要書類等につきましては本事業の特設ホームページをご確認ください。

https://kochicity-clean-energy-vehicle-for-business-purposes.com特設サイト

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で市内事業者の売上低迷が長期化する中、ガソリン価格の高騰で
更に事業環境が悪化した中小企業等に向け、経費を圧縮しつつ経営体力を温存し、事業環境の回復を見
据えた先行設備投資を促すことを目的として、クリーンエネルギー自動車等への買い替え等を支援する事
業です。

※

※クリーンエネルギー自動車等とは次の4輪以上の自動車をいう。燃料電池自動車（FCV）、電気自動車（EV）、
　プラグインハイブリッド自動車（PHEV）、ハイブリッド自動車（HV）、LPガス自動車、クリーンディーゼル自動車

事業認定申請書の受付期間：令和4年9月20日～申請の流れ（例）

❶事業認定申請 ❷認定後の支援申請 ❸支援金入金 ❹事業効果測定報告

●誓約書 ●事業認定申請書

●注文書のコピー等
　（車両購入が証明され、
　 要件を満たしているもの）
●買い替え前車両の
　車検証のコピー
●発行日から3カ月以内の高知市が
　発行する納税証明書（官公庁提出用）

●支援申請兼請求書
●支払いが証明できる書類
　（振込明細の控えなど）
●購入した車両の写真
●買い替え後の車検証のコピー
●保管場所標章番号通知書のコピー

●登録翌月から1カ月間の測定報告

審査
認定

下記特設サイトよりダウンロード

※書類は全て郵送により事務局へ提出してください
※申請者は処分制限期間内において、市長の承認を受けないで支援
の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、また
は廃棄することはできません

※予算の上限に達し次第、受付を終了します。審査
認定

申請車両の登録日が申請受付開始日以前である場合は、事業認定申請を省略することができますので、詳しくは下記の特設サイトをご覧いただくか
事務局へお問い合わせください

 令和5年2月上旬
【延長】令和5年12月28日

■普通乗用車、小型乗用車、普通トラック、小型トラック、ライトバン、ダンプカー、バス、
　タンクローリー等

■軽自動車

燃料電池自動車
（FCV）

支援費額（1台あたり）

新　車▶190万円
中古車▶  90万円

電気自動車
（EV）

プラグインハイブリッド自動車
（PHEV）

LPガス自動車 電気自動車
（EV）

新　車▶60万円
中古車▶30万円

新　車▶20万円
中古車▶10万円

新　車▶40万円
中古車▶20万円

新　車▶20万円
中古車▶10万円

クリーンディーゼル自動車

新　車▶10万円
中古車▶  5万円

ハイブリッド自動車
（HV）

新　車▶10万円
中古車▶  5万円

ハイブリッド自動車
（HV）

新　車▶40万円
中古車▶20万円
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設計貯留容量 1,155m3

設計貯留容量1,400m3


	★04_配布資料一式（両面）
	00_配布資料一覧
	【配布資料①】_事業用クリ－ンエネルギー自動車等導入支援事業（チラシ）
	【商工】_補足資料１

	【配布資料②】_よろず支援拠点高知市役所サテライト相談所チラシ
	【配布資料③】_高知市いきいき健康チャレンジ（チラシ）
	空白ページ

	★05_配布資料-江ノ口川流域A3図面（浸水区域なし）



